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水田利用再編対策と

粗飼料の平衡給与

1. 粗飼料自給の現状

宮崎県の草地，飼料作物栽培は 36，000haを超えるに

至り， 27，000頭の乳用牛， 190，000頭の肉用牛を擁する。

暖地飼料作物の代表であるソルゴーは全国比20%の作

付で，単位生産量も全国比をわずかに上回り，一方，青

刈とうもろこしは6.4%とや L低いが，単位生産量は134

%と盗かに高く，宮崎県にける夏作の両横綱となってい

る。

冬作はイタリアンライグラスを主として，昭和40年代

から急速に作付が伸び，ゲンゲと大きく交代劇を演じな

がら止まるところを知らないが，常にくり返されている

ことは，季節的青刈組飼料の枯渇であり，周年的な青刈

生産が可能であるとし、う暖地の自然、条件が災いして，俗

にいわれる「端境期」に悩まされている農家が3 跡を絶

たないのである。

かつては一般的に栽培面積の拡大，単位生産力の量，

質的向上を目指してきたのであるが，機運に乗じてか栽

培面積の拡大を上回る大家畜数の伸びが3 粗飼料の絶対

量不足と端境不足に拍車をかけており，畜産物需給の危

機にあるというのに，適切な代替策が指向きれない限り

これらの悪循環は止るところを知らない。

宮崎県の場合，霧島連山東麓の高台が県下の60%を占

める畜産地帯で，水回転作における標準的飼料栽培は別

表のとおりであるが3 これにトウモロコシ・ソルゴーの

混播・青刈水稲・青刈ヒエ，そしてホールグロップとし

ての夏播き麦が加えられる傾向にある。

化学肥料の施用傾向は「飼料作専用化」しつつある。

燐硝安加里 1号(S 552)が主力となって，これに土壌改

良剤としてのヨーリン・マグカル，追肥はNKC-3号

といったものが，大体において定着している。

さて大まかに，宮崎県の栽培組飼料自給率を推定する

と，次のとおりである。

1) 粗飼料の必要量(1日当〉

(1) 乳用牛 27千頭xO.5txO.1・・・・・・・・・・・・・・・1，350t 

(2) 肉用牛 190千頭xO.4 xO.1...............7，600t 

年間 9，000 t x 365日...."3，285，000 t 
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2) 栽培粗飼料の自給量

(1) 飼料作物 33，101 ha x 60 t .......... "1，986，060 t 

(2) 草地 4，600ha x40 t ...............184， 000 t 

(3) イナワラ 345，400 t 

水稲 37，000haX3t x4....・592，000

xO.55・・・・・.........'325，600 

陸稲 3，000 x 3 t x4・・・・・ 36，000 

xO.55・・・・・・・・・・・・・・・ 19，800 

すなわち2)/1)x 100......14. 8%の不足が窺われるので

あるが，イナワラすべてを飼料化しでもこのような状態

で，実際の飼料向け利用率は55%程度となっているので

自給率はさらに低下し76.6%となり， TDN70%の自給

率を目標とすべきときに，組飼料の自給率が70%台とい

った現実に当面し，個々の経営設計とともに，県全体と

しての自給率向上に改めて取組まざるを得ない折も折，

水田利用再編の声がかかったのであるが，ピンチこそチ

ャンスとしてとらえ直すべきだと思うのである。

現に個々の畜産農家の実状をみると，畑作中心，水田

作中心にそれぞれに規模の大小があり，粗飼料自給率〈平

衡給与〉にも千差万別の観を呈し，安定平衡給与型をと

るものから，常時端境の農家に至るまで，正に過渡期的

様相の中にあると云って過言ではあるまい。

そこで水田利用再編対策の波に乗じて，より具体的に

平衡給与体系を指向し，地域性のある飼料作物を適正に

拡大導入することにより，まず量の確保，次いで貯蔵飼料

(つなぎ貯蔵を含む〉の確保，さらに質的生産の向上を

示唆し，畜産経営安定の基盤を助長すべき機に到ったと

すべきではなかろうか。

2. 水田利用再編の手順

一般的な方策については，それぞれ国・県の手によっ

て示されているが3 具体的な飼料作物部門での再編は当

該地域における大家畜の増頭計画と，この際，平衡給与

を意図した粗飼料の需給ノミランスとを充分考慮に入れ，

関連する飼料畑・転換水田での導入種類，品種の選択，

生産の指向とによって，飼料作物そのものの転作量を示

唆するよう手J[闘を踏むべきで，安易な飼料作物への転換
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を土台に，畑作での設計に排水対策などを併ベた新指向

が生れつつあるが，何かそこに煮たりないものを食膳に

供した感がするのは，筆者 1人で・あろうか。

数多い積年の試験研究データの中に，耐湿性の問題を

追求したものは決して豊富とは云えない。しかも現に流

通作成されようとしているものとのスライドに，いさ L

か困惑を覚えないではないが，あくまでこれらのものを

基調として編成を指向しているのである。同時に，時代

の先駆たるべき試験研究においても，現場の事実に鑑み

て対応すべき研究課題を早急に設定し，追求するよう，

したがって， x= a一 (b+b'+bつとしての補完 改めて要求するものである。

量が生れるが，仮定すべき面積は，導入する飼料作物の 地域適応性の高い多収作物系統の中では，対湿性の高

種類と作付体系，そして地域毎の培地条件，生産力など い品種群の輩出を第一に期待するが，これは前述の理由

によっで確定すべきではなかろうか。特に種類，品種に に加えて3 改良価値の低い迫田などに飼料作がおしつけ

ついては，転換ほ場の特異性から，耐湿の高い系統を指 られ易いことと，再編の建前から，土壌環境適応性の高

向するのが，現況での対応の中で最も望まれてくる。 いものへのなだれ込みは当然、と思われ，これらが未解決

このことは一般に考えられる水系別集団化・基盤整備 のまま存続すれば，青刈水稲・キシュウスズメノヒエな

・交換耕作・共同作業体系などといった好適条件の演出 どといった超耐湿性作物の勃興もあり得ょう，問題があ

が，現実には完全には行われにくい……といったことか る……などいった机上論が通用しない現在，厳粛な現場

ら，適作はい付のため，再編を迫られ，後退を許されな の事実に照らし，行政・研究・普及は，さらに前向きの

い現場からの早急な要求となるのは必然であろう。 姿勢で，より積極的な連けいによって，水田利用再編の

目安とされている地下水位別適応性などといったもの 定着をはからなければなるまい。

はあり得ない。

骨子となる手順の関係を3 私見に基いて整理すると，

大要次の通りである。

大家畜の現況と粗飼料需要…将来の組飼料…需要… a
(つなぎ貯蔵分を含む〉

組飼料供給

購入現況 " 供給量… b

自給

畑作・裏作自給現況 If 生産量一 b'

副産物自給現況 " " 
.. b" 

転作による自給増 " 補完生産指向量… x

宮崎県の飼料作と草地造成
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